
人材開発支援助成金

業務に関連する免許として、会社の指示で、無人航空機操縦士講習を受講した
場合、受講費用の一部と賃金の助成を受けることができます。

主
な
要
件

※中小企業で正社員１名が、二等無人航空機操縦士技能証明 コースを受講した場合の例
人材開発支援助成金

新事業の立ち上げ、または、ＤＸ化、グリーン・カーボンニュートラル化を進める際
で、ドローン免許が必要な場合、助成金の対象となる可能性があります。

主
な
要
件

取得できる可能性があります。

助成金の利用には要件があります。
詳細はお問合せ下さい。
ご連絡は下記アドレスまたは電話番号までお願いいたします。
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